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宇都宮市建設工事執行規則 

昭和５０年４月３０日 

規則第３４号 

（趣旨） 

第１条 市が執行する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に

規定するものをいう。以下「工事」という。）については，宇都宮市契約規則（平成 

１７年規則第１２号。以下「契約規則」という。）に定めるがあるもののほか，この規

則の定めるところによる。 

（工事の執行方法） 

第２条 工事の執行方法は，直営又は請負によるものとする。 

２ 直営で執行する場合においては，一部を請負に付することができる。 

３ 請負で執行する場合においては，分割又は分離して執行することができる。 

（直営工事） 

第３条 工事は，次に掲げる場合においては，直営で執行する。 

(1) 特に緊急を要し，請負契約を締結する暇がないとき。 

(2) 請負契約を締結することができないとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか，特に直営とする必要があると認めるとき。 

（請負契約の締結） 

第４条 落札の通知を受けた者は，当該通知を受けた日から７日以内（宇都宮市の休日を

定める条例（平成元年条例第４号）に規定する休日は，当該期間に算入しない）に契

約書を作成して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の期間内に契約書を提出しないときは，その落札は効力を失う。 

３ 請負代金額の変更その他工事の内容等に変更があるときは，請負契約を変更しなけれ

ばならない。この場合において，請負者は，遅滞なく変更契約書を作成して市長に提

出しなければならない。 

（再度入札の参加の制限） 

第５条 予算執行者が最低制限価格を設けた入札において，最低制限価格に満たない価格

で入札をした入札者は，再度の入札に参加することができない。 

（工事に係る契約保証金の免除の特例） 

第６条 市長は，設計金額が５００万円以上の工事の請負契約を締結しようとする場合は，
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契約規則第３５条第１項第３号の規定にかかわらず，当該契約に係る契約保証金を免

除しないものとする。ただし，請負契約の変更契約であって，次の各号のいずれかに

該当するときは，契約保証金を免除するものとする。 

(1) 契約金額が５００万円未満の契約を５００万円以上の契約に変更するとき。 

(2) 契約金額の３０パーセント以内に相当する金額に係る契約の変更をするとき。 

（随意契約における準用等)  

第７条 第４条及び前条の規定は，随意契約における場合について準用する。この場合に

おいて，第４条中「落札」とあるのは「契約の相手方の決定」と読み替えるものとす

る。 

２ 前項により準用する場合において，１件の請負契約に係る予定価格が１３０万円以下

の随意契約については，契約書の作成を省略し，請書によることができる。この場合

において，第４条第１項及び第２項中「契約書」とあるのは「請書」と，同条第３項

中「変更契約書」とあるのは「変更請書」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定により，請書を徴した工事に係る内容に変更が生じ，変更後の請負代金額

が１３０万円を超えるときは，変更契約書によるものとする。 

（様式） 

第８条 この規則に規定する契約書等の様式は，別に定める。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は，昭和５０年５月１日から施行する。 

２ この規則施行の際，現に宇都宮市建設工事執行規則の規定によりなされている入札及

び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については，

なお従前の例による。 

附 則（昭和５２年３月３０日規則第３４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月２２日規則第１１号） 

この規則は，昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月１０日規則第５号） 
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１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の宇都宮市建設工事執行規則様式第１号の規定は，昭和６３年１２月３０日以

後に締結した請負契約に適用し，同日前に締結した請負契約については，なお従前の

例による。 

附 則（平成元年３月３１日規則第２８号） 

この規則は，平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月３１日規則第１２号） 

この規則は，平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年７月３１日規則第７６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成８年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条（第７条において準用する場合を含む。）の規定は，この規則の施行

の日以後に財務規則第１５１条第１項の規定による入札の公告又は同規則第１６６条

の規定による指名（以下「公告等」という。）を行う工事に係る契約について適用し，

同日前に公告等を行う工事に係る契約については，なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月２５日規則第２３号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 


